
 

 

 

 

 

 

 

 

照会先 

社会保険庁総務部サービス推進課 

田中課長補佐    （内線 3675） 

秋吉課長補佐    （内線 3567）  

野尻業務改善専門官（内線 3567） 

平成２０年６月２７日 

     

 

    平成１８年度分の地方社会保険事務局・社会保険事務所における 

    社会保険業務の事務処理誤り等の取りまとめについて 

 

 平成１８年度分の地方社会保険事務局・社会保険事務所における社会保険業務の事務

処理誤り等を、別添のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。 
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平成１８年度分の事務処理誤り等について 

 

１ これまでの経緯 

  地方社会保険事務局及び社会保険事務所における事務処理誤り及び業務上発生し

た事件・事故（以下「事務処理誤り等」という。）については、透明性を高め、国民

の信頼回復を図る観点から平成１７年１２月に全国統一的な報告・公表制度を定め運

用してきたところである。 

  平成１８年度は、制度開始後２年目に当たり、１年を通しての報告があった初めて

の年である。 

 

２ 取りまとめ対象 

  平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までに地方社会保険事務局から本

庁へ事務処理誤り等の詳細な報告が完了したものを取りまとめた。 

総件数は１,２０８件であった。 

 なお、地方社会保険事務局・社会保険事務所における事務処理誤り等のうち、 

①被保険者、年金受給者及び事業主等に影響を与えるもの、②社会保険庁保有個人

情報の滅失等に関するもの、③信用失墜行為等に関するもの、については、被保険者

等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない限り、原則として、地方社会保険

事務局において、その事案の概要等を公表することとしている。今回取りまとめた 

１,２０８件のうち、１,０６１件については、それぞれ事案の概要を各地方社会保険

事務局において既に公表済みである。事案の概要等が非公表とされているものは、 

１４７件である。 

 

  また、これらの事務処理誤り等については、全て必要な補正処理や未払いとなった

給付額の支払処理等が完了している。不正事案については、必要な処分が既に行われ

ているところである。 
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３ 事務処理区分別件数 

（１）受付時の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・  ４件（ 0.3％） 

郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の事務処理誤り。 

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１３件（34.2％） 

届書内容の確認誤り、標準報酬の決定誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事

実関係の誤認や法令の適用誤り。 

（３）未処理・処理遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２００件（16.6％） 

審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、社会

保険業務センターへの進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等。 

（４）入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５５件（12.8％） 

数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り。 

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８６件（ 7.1％） 

様式誤り、記載事項誤り、作成不要の通知書の作成等、出力・作成時等の誤り。 

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２２件（18.4％） 

別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り。 

（７）説明誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５件（ 2.9％） 

窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り。 

（８）受理後の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１件（ 2.6％） 

受理した申請書、添付書類の紛失等。 

（９）事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２件（ 5.1％） 

事件、磁気カード、金銭登録機等の紛失等、通常の業務処理の流れの中での誤り

には該当しないもの。                                

                        合計  １,２０８件（100％） 

 

４ 制度等別件数 

（１）健康保険・厚生年金適用関係・・・・・・・・・・・・・３５９件（29.7％） 

（２）健康保険・厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・ ６３件（ 5.2％） 

（３）健康保険給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１件（ 9.2％） 

（４）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５件（ 3.7％） 

（５）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５６件（12.9％） 

（６）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１０件（33.9％） 

（７）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９件（ 0.7％） 

（８）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５件（ 4.6％） 

                                    

                        合計  １,２０８件（100％） 
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５ 制度等別・事務処理区分別内訳 

表１ 制度等別・事務処理区分別内訳一覧表 

  
受付時

の書類

管理誤り 

確認・ 

決定誤り 

未処理・ 

処理遅

延 

入力誤り

通知書

等の作

成誤り 

誤送付・

誤送信
説明誤り

受付後

の書類

管理誤り 

事故等 計 

2 81 55 55 35 119 1 10 1 359 健康保険・

厚生年金保

険適用関係 (1) (6) (3) (5) (2) (9) (1) (1) (0) (28)

0 25 2 8 12 15 0 0 1 63 健康保険・

厚生年金保

険徴収関係 (0) (5) (1) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (7)

0 40 4 12 11 39 1 3 1 111 健康保険 

給付関係 (0) (6) (0) (0) (1) (4) (0) (0) (0) (11)

0 10 9 5 6 9 4 2 0 45 国民年金 

適用関係 (0) (3) (0) (0) (0) (2) (2) (0) (0) (7)

2 62 11 9 18 29 0 10 15 156 国民年金 

徴収関係 (0) (14) (2) (2) (1) (4) (0) (2) (2) (27)

0 179 117 66 4 10 29 4 1 410 年金給付 

関係 (0) (24) (16) (13) (1) (2) (2) (0) (0) (58)

0 6 0 0 0 1 0 2 0 9 船員保険 

関係 (0) (4) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (4)

0 10 2 0 0 0 0 0 43 55 
その他 

(0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (4) (5)

4 413 200 155 86 222 35 31 62 1,208 
計 

(1) (62) (23) (20) (5) (22) (5) (3) (6) (147)

 （注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。 

 

６ 事務処理誤り等の原因 

（１）原因別件数 

① 確認不足・単純ミス・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,０２３件（84.7％） 

    窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、

通知書等の封入封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等。 

② 適用誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３件（13.5％） 

    法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの、判断

を誤ったもの等。 

 ③ 届書の放置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７件（ 0.6％） 

    本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかった

もの。 

④ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５件（ 1.2％） 

    市役所等の情報提供誤り等による社会保険事務所側の錯誤等、上記に区分し

難いもの。                               
  

                        合計  １,２０８件（100％）  
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（２）原因別・事務処理区分別内訳 

表２ 原因別・事務処理区分別内訳一覧表 

  
受付時

の書類

管理誤り 

確認・ 

決定誤り 

未処理・

処理遅

延 

入力誤り

通知書

等の作

成誤り 

誤送付・

誤送信
説明誤り

受付後

の書類

管理誤り 

事故等 計 

4 290 183 147 75 220 30 31 43 1,023 確認不足・

単純ミス (1) (46) (23) (18) (4) (22) (5) (3) (4) (126)

0 123 11 8 11 2 5 0 3 163 
適用誤り 

(0) (16) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (2) (21)

0 0 6 0 0 0 0 0 1 7 
届書の放置 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 
その他 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4 413 200 155 86 222 35 31 62 1,208 
計 

(1) (62) (23) (20) (5) (22) (5) (3) (6) (147)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。 

 

（３）原因別・制度等別内訳 

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表 

  

健康保

険・厚生

年金保険

適用関係 

健康保

険・厚生

年金保険

徴収関係 

健康保険

給付関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係 

船員保険 

関係 
その他 計 

342 63 104 40 128 302 8 36 1,023 確認不足・ 

単純ミス (25) (7) (10) (6) (21) (48) (4) (5) (126)

16 0 6 3 21 105 1 11 163 
適用誤り 

(3) (0) (1) (1) (6) (10) (0) (0) (21)

1 0 1 2 0 3 0 0 7 
届書の放置 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 7 0 0 8 15 
その他 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

359 63 111 45 156 410 9 55 1,208 
計 

(28) (7) (11) (7) (27) (58) (4) (5) (147)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。 
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７ 事務処理誤り等による影響 

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表 

影響額 

健康保

険・厚生

年金保

険適用

関係 

健康保

険・厚生

年金保

険徴収

関係 

健康保

険給付

関係 

国民年

金適用

関係 

国民年

金徴収

関係 

年金給

付関係

船員保

険関係 
その他 計 

215 32 59 34 123 93 2 45 603 
影響額なし 

(19) (2) (5) (4) (22) (10) (0) (5) (67)

20 6 9 1 16 13 0 7 72 
１万円未満 

(0) (1) (2) (0) (1) (1) (0) (0) (5)

25 7 14 3 7 28 1 3 88 １万円以上 

５万円未満 (3) (1) (1) (0) (1) (2) (0) (0) (8)

10 2 6 0 3 23 1 0 45 ５万円以上 

１０万円未満 (0) (0) (0) (0) (1) (3) (1) (0) (5)

36 5 18 5 5 127 2 0 198 １０万円以上 

５０万円未満 (2) (1) (3) (2) (1) (17) (2) (0) (28)

22 1 0 1 0 36 1 0 61 ５０万円以上 

１００万円未満 (2) (1) (0) (0) (0) (7) (0) (0) (10)

22 7 5 1 2 65 2 0 104 １００万円以上 

５００万円未満 (1) (1) (0) (1) (1) (12) (1) (0) (17)

9 3 0 0 0 25 0 0 37 
５００万円以上 

(1) (0) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (7)

359 63 111 45 156 410 9 55 1,208 
計 

(28) (7) (11) (7) (27) (58) (4) (5) (147)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。 

（注２）影響額の区分欄は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収等に

影響のあった額を表示した。 

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保

険料徴収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付ま

でに保険料納付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付額、保険料徴収額等に

影響のないものをいう。 

 


